建築基準法第６４条の適合について
※設置場所が防火地域に該当し、屋上広告物又は高さ３ｍを超える屋外広告物を設置する場合に許可申請書に添付すること。（建築確認済証の写しを提出する場合は添付不要。）

〇屋上広告物または高さ３ｍを超える屋外広告物の主要部分の不燃材料

	別紙の記号（　　）
	不燃材料名
	認定番号等

	フレーム
	
	

	看板面
	
	



	別紙の記号（　　）
	不燃材料名
	認定番号等

	フレーム
	
	

	看板面
	
	



	別紙の記号（　　）
	不燃材料名
	認定番号等

	フレーム
	
	

	看板面
	
	



※不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。屋外広告物の構成材について、名称及び告示仕様又は認定番号の記載をお願いします。

※広告幕、はり紙、はり札、立看板、アドバルーンその他これらに類する簡易なものは、建築基準法の準用工作物ではありませんが、構成材に不燃材料を使用する等、防火安全対策にご配慮ください。

※記載例
	別紙の記号（ウ）
	不燃材料名
	認定番号等

	フレーム
	スチール
	平成12年建設省告示第1400号

	看板面
	アルミ複合板
	NM－○○○○








建築基準法第2条第９号
不燃材料　建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法第64条
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

建築基準法施行令第108条の2
不燃性能　法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号）に掲げる要件を満たしていることとする。
一　燃焼しないものであること。
二　防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三　避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

都市計画法第9条第21項
防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために定める地域とする。
